
                             

監査結果報告

佐世保市監査委員監査基準に従い、監査を実施したので報告する。

１ 監 査 の 種 類   財政援助団体等監査

２ 監 査 の 対 象   宇久観光バス株式会社

３ 監 査 の 期 間  令和４年６月８日から令和４年７月４日まで

４ 実 施 内 容

  佐世保市の出資及び補助金交付団体である宇久観光バス株式会社（以下「宇久観光」とい

う。）の令和２年度における出納その他の事務が適正に行われているか、関係書類を抽出して

調査を行い、また、担当職員の説明を聴取するなどの方法により実施した。

５ 監査の着眼点

  企画部（地域交通課）

⑴ 出資目的は妥当か。

⑵ 出資による権利は決算書類に適正に表示されているか。

⑶ 証書等の保管は良好か。

⑷ 出資者としての権利行使は適切に行われているか。

⑸ 出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行っているか。

⑹ 補助金交付事務は適正か。

⑺ 事業報告書の点検は適切になされているか。

  宇久観光

⑴ 定款等諸規程は整備されているか。

⑵ 出資目的に沿った事業運営が行われているか。

⑶ 経営成績、財政状況は適正に決算諸表等に表示されているか。

⑷ 財政状態は良好か。

⑸ 関係帳票の整備、記帳は適切か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。

⑹ 会計経理及び財産管理は適正か。

⑺ 補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。

⑻ 資金の運用は適正か。また、経費節減は図られているか。

６ 監 査 の 結 果

  企画部(地域交通課)

⑴ 島民の移動手段を確保する目的で設立された会社であり、公共交通機関として重要な

役割を担っているため、出資目的は妥当であった。

⑵ 出資金は決算書類(財産に関する調書)に適正に表示されていた。

⑶ 株券不発行であり、現物としての保管はない。

⑷ 株主として株主総会に出席し、決算報告等の審議を通して出資者としての権利行使を

適切に行っていた。



                             

⑸ 経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行っていた。

⑹ 補助金交付事務は概ね適正に行われていた。

⑺ 事業報告書の点検は概ね適切に行われていた。

  宇久観光

⑴ 定款及び処務規程等は整備されていたが、経理規程が整備されていなかった。

⑵ 事業運営は出資目的に沿って適正に行われていた。

⑶ 経営成績、財政状況は適正に決算諸表等に表示されていた。

⑷ 運送収支は赤字であったが、台風被害に伴う保険金及び欠損補填の補助金等により当

年度は純利益となっており、財務比率は安全を示す水準を確保し、財政状態は懸念さ

れる状態ではなかった。

⑸ 関係帳票の整備、記帳は概ね適切であり、領収書等の証拠書類の整備、保存について

も概ね適切であった。

⑹ 会計経理及び財産管理は概ね適正に行われていた。

⑺ 事業年度における欠損額に対する補助金であるため、流用はない。

⑻ 資金の運用は適正であり、経費節減も図られていた。

以 上



【宇久観光バス株式会社】の概要は次のとおりである。

１ 事業の内容

⑴ 事業の目的

宇久観光バス株式会社（以下「宇久観光」という。）は、次の事業を営むことを目的としている。

ア 一般貸切旅客自動車運送事業

   イ 一般乗合旅客自動車運送事業

ウ 前号に付帯する一切の事業

⑵ 事業の現況

平成 4 年 4 月 1 日の開業以来、1 路線を 4 系統で運行し、平日 1 日 8 便、土日祝日 5 便を宇久島

内唯一の公共交通機関としてバス運行を行っている。島民の通院・通学・通勤等の日常生活に必要

不可欠な生活交通路線としての役割を担っているものの、人口減少・過疎化が進み年々輸送需要の

減少が続き経営上の厳しさが増す状況である。

⑶ 市との関係

平成 18年 3月 31日、佐世保市と旧宇久町が合併したことにより、旧町の財産である宇久観光の

株券 160株（8,000 千円）を佐世保市が引き継いだものであり、佐世保市は、平成 19年 3 月末現在

において、宇久観光（資本金総額 10,000 千円）へ 8,000 千円（出資比率 80％）を出資している。

平成４年の運行開始時より、赤字については旧町が補助金を支出して補填しており、合併後も、

佐世保市が欠損を補填することで生活交通路線として維持されている。

佐世保市と宇久観光は「宇久線の路線バス運行に関する覚書」を交わし、令和 2年度は、佐世保

市公共交通対策事業費(地方バス路線維持対策事業)補助金として、宇久観光へ 11,014 千円の補助

金を交付している。

⑷ 組織

宇久観光は次のとおり構成されている。 （令和 3年４月１日 現在）

代表取締役

        監査役   1 名

             取締役   １名

             専務取締役 1名

             社員    ２名


